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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所） 

 

 

Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項  １．ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 b．熱源・熱搬送設備、冷却設備 

評価分類 No. 評価項目 

◎(○) １b.１ 高効率熱源機器※1 の導入 

緩和措置 全ての熱源機器の設置年度が 1995 年度から 2012 年度までの場合は一般項目とする。 

評価内容 

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 熱源機種ごとの定格 COP 又はボイラー効率と年間熱製造量実績 

評価点 認定基準 別表第２の式１又は式２による。 

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 根拠 調書 その２ 熱源機器 

□（１） 熱源機器がある場合は、調書 熱源機器（第２号様式その２）Ⅱ1b.1 の該当する欄に、定格エネルギー消費

量、年間熱製造量実績の数値を記入し、エネルギー種別を選択すると、定格ＣＯＰ又はボイラ効率、評価点

が自動計算される。 

□（２） 定格エネルギー消費量は、定格冷凍能力又は定格加熱能力時のエネルギー消費量とし、熱源機種によっ

て以下の値とする。 

ア 電動系熱源機器は、定格消費電力（入力値）とする。ただし、定格消費電力が不明な場合（メーカー回答

書で不明なことが確認できる場合に限る。）のみ主電動機出力としてもよい。なお、定格消費電力（入力

値）と主電動機出力は間違えやすいため、主電動機出力になっていないことを必ず確認する。 

イ 燃焼系熱源機器は、定格燃料消費量を高位発熱量換算した値とする。都市ガスの発熱量は年度によっ

て異なるため、機器仕様書の発熱量で換算した値であることを必ず確認する。 

ウ 蒸気吸収冷凍機は、定格時の蒸気量を蒸気圧力と還水温度から熱量換算した値とする。 

エ 熱回収ヒートポンプユニット及び熱回収ターボ冷凍機は、冷熱源及び温熱源共に、熱回収運転時の冷凍

能力及び加熱能力の合計値に対する消費電力とする。 

オ 排熱投入型直焚吸収冷温水機は、排熱投入無しの時の値とする。 

□（３） 年間熱製造量実績は、熱源機種ごとの前年度の熱製造量の実績値とし、同一機種が複数台ある場合は、そ

の合計値とする。ただし、全ての熱源機器ごとの年間熱製造量実績が把握できていない場合は、年間熱製

造量実績の欄は空欄のままとする。 

□（４） 定格エネルギー消費量及び年間熱製造量実績は、単位が指定されているため、別表第２ 単位換算表を用

いて指定の単位に換算する。 

□（５） 地域冷暖房を受入れている場合は、熱源容量の欄に記入する数値は、冷水契約容量、蒸気契約容量、温

水契約容量又は冷水受入熱交換器、温水受入熱交換器の交換熱量を記入する。 

□（６） 蒸気ボイラー、排熱ボイラー及び給湯用の空気熱源ヒートポンプユニットは、本評価項目の対象外とする。 

 

※１：高効率熱源機器とは、認定基準 別表第２の表 2.3 から表 2.8（次表）の水準の欄の定格 COP 又はボイラー効率以上の性

能を有するものとする。ただし、次表には、設置年度及び認定申請年度による緩和措置は表示していないため、緩和措

置の対象に該当する場合は、認定基準 別表第２を参照する。 

 

-108-



 

 

 

-109-



 

 

 
b

 

-110-



 

 

b

-111-



 

 

 
b

-112-



 

 

 
b

-113-



 

 

b

-114-



 

 

b

-115-



 

 

 

-116-



 

 

b

 

 

-117-



 

 

b

 

-118-



 

 

b

  

-119-



 

 

b

-120-



 

 

b

-121-



 

 

b

 
 

  

-122-



 

 

b

-123-



 

 

b

-124-



 

 

 
b

-125-



 

 

b

 

-126-



 

 

b

-127-



 

 

b

-128-



 

 

b

-129-



 

 

b

-130-



 

 

b

-131-



 

 

 

-132-



 

 -133-



 

 -134-



 

 

 

-135-



 

 

 

-136-



 

 -137-



 

 -138-



 

 -139-



 

 -140-



 

 -141-



 

 

 

-142-



 

 

 

 

-143-



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

P

P

P

P

-144-



 

 

 

-145-



 

 

 

-146-



 

 

 

 

-147-



 

 

 

-148-



 

 

 

-149-



 

 

 

-150-



 

 

 

 

-151-



 

 

 

-152-



 

 

 

-153-



 

 

 

-154-



 

 

 

-155-



 

 -156-



 

 -157-



 

 -158-



 

 

 

 

-159-



 

 

 

-160-



 

 

 

 

-161-



 

 

 

-162-



 

 -163-



 

 

 

-164-



 

 -165-



 

 -166-



 

 

 

-167-



 

 

 

-168-



 

 

 

 

 

  

-169-



 

 -170-



 

 

 

-171-



 

 -172-



 

 -173-



 

 -174-



 

 

 

-175-



 

 -176-



 

 -177-



 

 

 

 

 

-178-



 

 

 

-179-



 

 -180-



 

 -181-



 

 

 

-182-



 

 -183-



 

 

 

-184-



 

 

 

-185-



 

 -186-



 

 

 

-187-



 

 -188-



 

 -189-



 

 

 

-190-



 

 -191-



 

 

  

-192-



 

 

 

-193-



 

 

 

-194-



 

 -195-



 

 

 

-196-



 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

-197-



 

 -198-



 

 

  

-199-



 

 -200-



 

 

 

-201-



 

 

 

-202-



 

 -203-



 

 -204-



 

 -205-



 

 -206-



 

 

 

 

-207-



 

 -208-



 

 -209-



 

 -210-



 

 

 

-211-



 

 

 

-212-



 

 -213-



 

 

 

-214-



 

 

 

 

 

40 /h 

 

 

 

 

 

 

 

 
V K Q 
K:  
Q:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
K  

K 20 30 40 

 
 

0.3 0.5m/sec 

 

20 /h 

 

( ) 
 

30 3/kWh 

 

 

 

 

 
 

 

-215-



 

 

 

-216-



 

 -217-



 

 -218-



 

 

 

-219-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-220-



 

 -221-



 

 -222-



 

 -223-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

-224-



 

 

 

-225-



 

 -226-



 

 -227-



 

 -228-



 

 -229-



優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所） 

 

 

Ⅲ.事業所及び設備の運用に関する事項  １．運用管理  a．蒸気供給設備 

評価分類 No. 評価項目 

◎ １a．２ 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 

評価内容 

全ての蒸気ボイラーの設定圧力が蒸気使用端の必要圧力に対して適正に調整されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 実施 実施無し 
蒸気ボイラー 

無し 
   

 

評価点 １ ０ ―    

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 

□（１） 排熱ボイラーを除く、全ての蒸気ボイラーの設定圧力と、その系統の蒸気使用端の最も高い必要圧力との差

が、0.3MPa 以下に設定されている場合、又は蒸気ボイラーの下限圧力に設定されている場合であって、その

実施記録があるときは、「実施」を選択する。 

□（２） 蒸気ボイラーが無い場合は、「蒸気ボイラー無し」を選択する。 

 

 

検証チェック項目 根拠書類等 

□蒸気ボイラーの設定圧力と、その系統の蒸気使用端の最も高い必要圧力との差

が、0.3MPa 以下に設定されているか、又は蒸気ボイラーの下限圧力に設定されて

いることを、根拠書類で確認できるか。 

□除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 

 

□運転操作マニュアル 

□点検記録表 

□その他（               ） 

 

評価項目の概要と特徴 

（１） 蒸気ボイラーの運転圧力設定を２次側機器への必要供給圧力以上に上げて運転していることで、過剰な熱

源エネルギー消費となる。２次側機器の負荷の状況に応じて運転圧力を調整することで、過剰な圧力による

過剰な燃焼消費の抑制が可能となり CO2 削減につながる。 

（２） 実施手順の参考例 

ア 各供給箇所と減圧弁装置の設定圧力を確認。 

→設定圧力を竣工図、機器納入仕様書等で確認した上で、記録しておくことが重要である。 

イ 蒸気ボイラー運転圧力と二次側圧力に差があることを確認。 

ウ 蒸気ボイラー運転圧力の調整 

→蒸気ボイラー運転圧力を段階的に下げ、各供給箇所が必要設定圧力になるように調整 

→最も高い二次側供給圧力を必要とする供給箇所の圧力が下がり始めた時点が終了の目安である。 

（３） 調整を実施する上で留意点 

ア 減圧弁を通さず、直接蒸気を使用している機器や貫流ボイラーの場合は調整を実施することが難しいた

め、実施方法を製造業者等と共に検討する必要がある。 

イ ボイラーの運転圧力設定の変更は容易であるが、変更に際しては設備定格及び各供給箇所の設定蒸気

圧力の確認、減圧弁装置の調整が必要である。 

ウ 目盛と実際作動圧力には若干の誤差があるため、必ず実機での作動確認を行う必要がある。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所） 

 

 

Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項  ５．下水道施設の省エネルギー性能 ｄ．汚泥焼却工程 

評価分類 No. 評価項目 

○ ５ｄ．１ 汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入 

評価内容 

汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロワ及び誘引ファンの回転数制御が、流動ブロワ・誘引ファン総電動機

出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 
95％以上 
に採用 

70％以上 95％
未満に採用 

30％以上 70％
未満に採用 

5％以上 30％
未満に採用 

5％未満に採用
又は採用無し 

汚泥焼却 
工程無し 

 

評価点 １ ０．８ ０．５ ０．２ ０ ―  

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 

□（１） 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロワ及び誘引ファンに、インバータによる回転数制御（手動による

インバータ調整を含む。）が導入されている場合は、流動ブロワ・誘引ファン総電動機出力に対する割合を

選択する。 

□（２） 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無い場合は、「汚泥焼却工程無し」を選択する。 

 

検証チェック項目 検証チェック項目 

□汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロワ及び誘引ファンに、インバー

タによる回転数制御（手動によるインバータ調整を含む。）が導入され、判断

基準及び根拠書類と整合しているか。 

□流動ブロワ・誘引ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認でき

るか。 

□除外する場合、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉が無いことを、根拠書類で

確認できるか。 

 

□竣工図 

□機器完成図 

□設備台帳 

□動作説明書 

□その他（               ） 

 

 

評価項目の概要と特徴 

（１） 汚泥焼却炉などの流動ブロワ及び誘引ファンにインバータによる回転数制御を導入することにより、流動ブロワ

及び誘引ファンの消費電力の低減が可能となり CO2 削減につながる。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所） 

 

 

Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項  ５．廃棄物処理施設の省エネルギー性能 ｂ．熱処理工程 

評価分類 No. 評価項目 

◎ ５ｂ．１ 焼却炉等の自動燃焼装置の導入 

評価内容 

焼却炉及びガス化溶融炉に自動燃焼装置が導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 採用 採用無し 
焼却炉等 

無し 
   

 
評価点 １ ０ ―    

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 

□（１） 全ての焼却炉及びガス化溶解炉に自動燃焼装置※１が導入されている場合は、「採用」を選択する。 

□（２） 焼却炉及びガス化溶解炉が無い場合は、「焼却炉等無し」を選択する。 

 

※１：自動燃焼装置とは、常に発熱量が変化する廃棄物を安定して焼却処理するために、自動的にごみ供給量、燃料及び空

気量等を調整するものとする。 

 

 

検証チェック項目 根拠書類等 

□全ての焼却炉及びガス化溶解炉に自動燃焼装置が導入され、判断基準及

び根拠書類と整合しているか。 

□除外する場合、焼却炉及びガス化溶解炉が無いことを、根拠書類で確認で

きるか。 

 

 

□竣工図 

□機器完成図 

□設備台帳 

□メーカー回答書（押印書類） 

□その他（               ） 

 

 

評価項目の概要と特徴 

（１） 自動燃焼装置により、蒸気発生量が安定し、エネルギーの効率的な回収が可能となり CO2 削減につながる。 

（２） 常に発熱量が変化する廃棄物を焼却処理し、安定した蒸気等のエネルギー回収量を確保するためには、その

変化に応じた燃焼管理が重要になる。自動燃焼制御装置の導入により、運転員の負担軽減による省力化が期

待でき、管理面でのエネルギー削減にもつながる。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所） 

 

第４部 優良特定地球温暖化対策事業所の公表 
 

第１章 優良特定地球温暖化対策事業所の公表 

 

１ 公表の概要 

 

東京都は、認定申請事業所が、優良特定地球温暖化対策事業所に認定された場合、認

定申請事業所の事業所名称その他都が必要と認める事項を公表するものとする。 

 

２ 公表の時期 

 

東京都は、優良特定地球温暖化対策事業所の認定を行った後、速やかに、認定申請事

業所の名称等について公表する。その内容は、次のサイトに掲載していく。 

（東京都環境局のホームページ http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/） 

公表の期間は、事業所が優良特定地球温暖化対策事業所として認定されている期間中

とする。 

 

 

 

第２章 優良特定地球温暖化対策事業所の認定証の交付 

 

 

  東京都は、認定申請事業所が、平成28年度以降に優良特定地球温暖化対策事業所に認

定された場合、認定申請事業所に対して認定証を交付するものとする。また、平成27年

度以前に認定された優良特定地球温暖化対策事業所に対しては、申請に応じて、認定証

を交付するものとする。 
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第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その14

地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所）

Ⅰ．一般管理事項 ※ 枠外の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。

1. CO2削減推進体制の整備 　　加点項目は採用又は実施している場合のみ記入する。

No. 評価点

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. 図面、管理標準等の整備
No. 評価点

2.1

2.2

2.3

3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録
No. 評価点

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理
No. 評価点

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5. 保守・点検の管理
No. 評価点

5.1

（日本工業規格Ａ列４番）

管理日報・月報・年報の作成

エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 エネルギー管理優良工場、省エネ大賞[省エネ事例部門]等で表彰されているか。

蒸気量の系統別の細分化

圧縮空気量の系統別の細分化

ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）、生産工程・処理工程ごと
のエネルギー使用量を総合的に管理できるエネルギー管理システムが導入されているか。

エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・
計量設備の導入

熱量（冷温水）の系統別の細分化

評価内容

燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施が
どの程度実施されているか。

2019年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的
な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。

取組状況の程度

空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・ブライン
ド等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。

ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）のエネルギー使用量や運
転効率等の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・流量・温度・蒸気量・圧縮空気量・給
水量等の計測・計量設備が、設備区分の数に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

イントラネット等を介して、従業員等がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状
況を提供する見える化のシステムが導入されているか。

ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）のエネルギーデータの運
転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の選定等、運用実態に即した運
転計画と運転効率の検証が、設備区分の数（対象設備が無い場合を除く。）に対して、どの
程度の割合で実施されているか。

エネルギーマネジメントシステム等のデータの活用等により問題点を抽出し、優先的に改
善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、
その効果の検証がどの程度実施されているか。

取組状況の程度評価内容

エネルギーマネジメントシステム等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化
等によるエネルギー消費の特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物
との比較により、省エネルギー状況の管理が実施されているか。

事業所全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。

取組状況の程度

管理日報、月報及び年報の作成が実施されているか。

電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な
計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

エネルギー消費先別の細目の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量設備
による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度の
割合になっているか。

ISO14001の取得

CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制
度の導入

ISO14001が取得されているか。

取組状況の程度

エネルギー使用機器の管理のために、設備台帳等が、どの程度整備されているか。

評価項目

PDCA管理サイクルの実施体制の整備 PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備されているか。

CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度が導入されているか。

取組状況の程度評価内容

CO2削減推進会議が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。CO2削減推進会議等の設置及び開催

評価項目

評価内容

設備台帳等の整備

竣工図、機器完成図、改修履歴がわかる図面等が、どの程度整備されているか。

エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単
位の算出及び管理

系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の
導入

評価項目

改善策の立案・実施及び効果検証の実施

CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案
及び実績の集約・評価の実施

図面・改修履歴等の整備

管理標準等の整備

生産工程・処理工程の操業状況に応じたエネルギー使用状況の管理や分析が実施されて
いるか。

電力量の系統別の細分化

部署別、工程別、設備別に系統を分割し、その系統別の電力量・熱量・蒸気量・圧縮空気
量を含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、
熱量、蒸気量及び圧縮空気量は全系統数に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

評価項目

電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・
計量設備の導入

エネルギー管理システムの導入

管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。

評価内容

CO2排出量の管理

ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備
の導入

生産工程・処理工程のエネルギー管理

保守・点検計画の策定及び実施

CO2削減対策の啓発活動の実施

評価項目

従業員等への環境・エネルギー情報提供システム
の導入

ユーティリティ設備の運転解析の実施
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Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
1. ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 ※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。

a. 蒸気供給設備
No. 評価点

1a.1

設置年度
ﾎﾞｲﾗｰ
容量
[kW]

定格
ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量

ｴﾈﾙｷﾞｰ
種別

台数
年間熱製
造量実績
[GJ/年]

ﾎﾞｲﾗｰ効率

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1a.2

1a.3

1a.4

1a.5

1a.6

1a.7

1a.8

1a.9

1a.10

1a.11

1a.12

1a.13

1a.14

1a.15

1a.16

（日本工業規格Ａ列４番）

蒸気ボイラーの小型分散システムが導入されているか。

放熱ロス防止のために、不要蒸気配管の撤去、蒸気配管のルート又はサイズの変更のい
ずれかが行われているか。

蒸気減圧エネルギー動力回収設備が導入されているか。

評価内容

高効率蒸気ボイラーが、全ての蒸気ボイラー（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程
度導入されているか。

使用用途に適した省エネ型スチームトラップが、スチームトラップの全個数に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

ボイラー機種

全ての蒸気ドレンタンクが断熱されているか。

蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。

蒸気ボイラーの台数制御（オペレーターによる制御を含む。）が導入されているか。

取組状況の程度

蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの
導入

高効率蒸気ボイラーの導入

蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入

不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの
変更

評価項目

蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入

圧力差タービンの導入

アキュムレーターの導入

負荷に適した容量のバーナーへの変更

蒸気ボイラーの台数制御の導入

フラッシュ蒸気利用設備の導入

蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入

蒸気ドレン回収設備の導入

蒸気ドレンタンクの断熱

フラッシュ蒸気利用設備が導入されているか。

蒸気弁・フランジ部の断熱

蒸気ボイラーの小型分散システムの導入

省エネ型スチームトラップの導入

蒸気ドレン回収にクローズド回収方式が、定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に
対して、どの程度の割合で導入されているか。

導入時にエコノマイザー等が未設置であった蒸気ボイラーの全てに、追加的なエコノマイ
ザー又はエアヒーターが導入されているか。

導入時に押込送風機インバータ制御が未対応であった蒸気ボイラーの全てに、追加的な
押込送風機インバータ制御が導入されているか。

蒸気ドレン回収設備が、定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

高圧蒸気ラインと低圧蒸気ラインがある場合、圧力差タービンが導入されているか。

アキュムレーターが導入されているか。

バーナー容量が過大な場合、負荷に適した容量のバーナーに変更されているか。
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b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備
No. 評価点

1b.1

冷熱源

温熱源

種別 設置年度
熱源容量

[kW]

定格
ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量

ｴﾈﾙｷﾞｰ
種別

台数
年間熱製
造量実績
[GJ/年]

定格COP
ﾎﾞｲﾗ効率

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1b.2

1b.3

1b.4

1b.5

1b.6

1b.7

1b.8

1b.9

1b.10

1b.11

1b.12

1b.13

1b.14

1b.15

1b.16

1b.17

1b.18

1b.19

1b.20

1b.21

1b.22

（日本工業規格Ａ列４番）

中温冷水利用システムの導入 中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。

統合熱源制御システムの導入 熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御シス
テムが導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

散水ポンププレミアム効率（IE3）モータ

年間蓄熱量実績[GJ/年]

冷却水ろ過冷却リサイクルシステムが導入されているか。

蓄熱容量[m3] 蓄熱量[MJ]

熱源2次ポンプの送水圧力設定制御が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

不要時の設備停止に伴う冷却水のON/OFF制御システムが導入されているか。

有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。

高効率冷却塔が、冷却塔（エアコンプレッサー用及び生産プロセス用のものを含む。）総電
動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ファン高効率（IE2）モータ

散水ポンプ永久磁石(IPM)モータ

散水ポンプ高効率（IE2）モータ

蓄熱システムがどの程度導入されているか。

高効率熱源ポンプが、熱源ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

ファンプレミアム効率（IE3）モータ

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。

取組状況の程度

熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプ
の導入

評価項目

高効率熱源機器の導入

熱源の台数制御の導入

水搬送経路の密閉化

省エネ形

熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、熱源1次ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱源1次ポンプ変流量制御の導入

冷却塔ファンインバータ制御の導入

冷却水ON/OFF制御システムの導入

フリークーリングシステムの導入

冷却水ポンプ変流量制御の導入

熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入

蓄熱システムの導入

熱交換器の断熱

冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入

熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入

熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入

大温度差送水システムの導入

高効率熱源ポンプの導入

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

高効率冷却塔の導入

熱源2次ポンプ変流量制御の導入

熱源の台数制御が導入されているか。

熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、熱源2次ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率（IE2）モータ

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入
されているか。

評価内容

冷熱源機種

熱源2次ポンプの末端差圧制御等が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

永久磁石(IPM)モータ

形式

蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか。

冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン（エアコンプレッサー用及び生産プロセス用
のものを含む。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、熱源2次ポンプ総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

モータ直結形ファン

ファン永久磁石(IPM)モータ

熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。
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c. コージェネレーション設備
No. 評価点

1c.1

発電容量
[kW]

定格
ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量

ｴﾈﾙｷﾞｰ
種別

台数
定格

発電効率

年間燃料
消費量
[GJ/年]

年間発電
量実績

[MWh/年]

年間排熱
利用量
[GJ/年]

d. 受変電設備、配電設備
No. 評価点

1d.1

1d.2

1d.3

1d.4

1d.5

1d.6

1d.7

1d.8

1d.9

e. 圧縮空気供給設備
No. 評価点

1e.1

1e.2

1e.3

1e.4

1e.5

1e.6

1e.7

1e.8

1e.9

1e.10

1e.11

1e.12

1e.13

f. 給水・給湯設備、排水処理設備 ※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。

No. 評価点

1f.1

1f.2

1f.3

1f.4

1f.5

1f.6

1f.7

（日本工業規格Ａ列４番）

プレミアム効率（IE3）モータ

評価内容

プレミアム効率（IE3）モータ

デマンド制御システムが導入されているか。

高効率ドライヤーが導入されているか。

露点温度によりパージエア（再生空気）量を低減するパージ制御装置が導入されている
か。

井水、冷却水などによる吸気冷却システムが導入されているか。

コンプレッサーの排熱回収システム（排熱による暖房利用）が導入されているか。

取組状況の程度

トップランナー変圧器

冷却設備がある変圧器にON・OFF制御又は台数制御が導入されているか。

力率改善コンデンサが低圧動力回路に導入されているか。

力率改善制御システムが導入されているか。

インバータ制御

圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ライン
の系統分割が導入されているか。

超高効率変圧器

主たる動力設備に400V配電方式が導入されているか。

増風量制御方式

推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

低圧損フィルタの導入又はファイナルフィルタの削減が行われているか。

高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機出
力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度（DO）による送風量制御が導入されているか。

ばっ気用ブロワの台数制御又はインバータによる変風量制御が導入されているか。

取組状況の程度

取組状況の程度

変換効率90%以上の高効率UPSが導入されているか。

圧縮空気配管距離が長くなる場合、圧縮空気配管のループ配管化が導入されているか。

コンプレッサー室へ換気設備が導入されているか。

圧縮空気配管距離が長くなる場合、エアコンプレッサーの分散化が導入されているか。

圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、ブースター方式が導入されているか。

圧縮機・モータ直結構造

末端圧力制御

エアコンプレッサー排熱の局所排気システムが導入されているか。

排水再利用システム等の導入

中央給湯方式の熱源機器がある場合、給湯ヒートポンプユニットが導入されているか。

永久磁石(IPM)モータ

評価項目

高効率（IE2）モータ

微細気泡散気管が導入されているか。

高効率コージェネレーションの導入

高効率変圧器の導入

雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システ
ム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムが導入されているか。

ばっ気用ブロワの変風量制御の導入

ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入

微細気泡散気管の導入

評価項目

高効率給湯ヒートポンプユニットの導入

大型変圧器の冷却設備制御の導入

エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導
入

コンプレッサー室への換気設備の導入

圧縮空気配管のループ配管化

フィルタの低圧損化

排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入

吸気冷却システムの導入

吐出圧力制御

低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入

400V配電方式の導入

変圧器の台数制御の導入

パージ制御装置の導入

ブースター方式の導入

エアコンプレッサーの台数制御の導入

評価項目

高効率UPSの導入

高効率給水ポンプの導入

コンプレッサーの排熱回収システムの導入

高効率ドライヤーの導入

エアコンプレッサーの分散化

圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分
割

高効率エアコンプレッサーが、エアコンプレッサー総電動機出力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

２段圧縮方式

インバータ制御冷却ファン

複数台圧縮機制御

プレミアム効率（IE3）モータ

取組状況の程度

変圧器の台数制御が導入されているか。

低負荷率の変圧器がある場合、低負荷変圧器が統合されているか。

評価内容

 年間平均総合効率

トップランナー変圧器2014

高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

排水処理用の高効率ポンプ・ブロワが、排水処理用ポンプ・ブロワ総電動機出力に対して、
どの程度の割合で導入されているか。

評価項目

永久磁石(IPM)モータ

高効率（IE2）モータ

永久磁石(IPM)モータ

高効率エアコンプレッサーの導入

デマンド制御システムの導入

年間平均発電効率 年間平均排熱利用率

コージェネ機種

低負荷変圧器の統合

力率改善制御システムの導入

高効率（IE2）モータ

評価内容

エアコンプレッサーの台数制御が導入されているか。

高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されて
いるか。

評価内容
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2. 建築設備の省エネルギー性能 ※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。

a. 空調・換気設備
No. 評価点

2a.1

2a.2

2a.3

2a.4

2a.5

2a.6

2a.7

2a.8

2a.9

2a.10

2a.11

2a.12

2a.13

2a.14

2a.15

2a.16

2a.17

2a.18

2a.19

2a.20

2a.21

2a.22

2a.23

b. 照明設備
No. 評価点

2b.1

2b.2

2b.3

2b.4

2b.5

2b.6

2b.7

2b.8

2b.9

2b.10

2b.11

2b.12

（日本工業規格Ａ列４番）

誘導灯の消灯制御が導入されているか。

高効率ランプ

高反射率板

プラグファン

屋外機のショートサーキット無し

高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

冷媒配管の長さ（片道）

電気室及びエレベーター機械室の温度制御が、全電気室数及び全エレベーター機械室数
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

評価内容

モータ直結形ファン

高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

モータ直結形ファン

高効率（IE2）モータ

楕円管熱交換器

屋外機の散水システム

永久磁石(IPM)モータ

高効率（IE2）モータ

外気冷房システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

CO2濃度による外気量制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されて
いるか。

高発熱領域に対する局所冷房設備又は大空間における局所冷暖房設備が導入されてい
るか。

取組状況の程度

設置方法

通年エネルギー消費効率 APF

気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導
入

事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入されている
か。

高効率冷媒（R410A）

空調機の気化式加湿器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率空調・換気用ファンが、空調・換気用ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

照明のセキュリティー連動制御が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、事務室、廊下、便所又は湯沸室に対
して、どの程度導入されているか。

デシカント空調システムが導入されているか。

照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる階段室、便所、湯沸室等に対し
て、どの程度導入されているか。

照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入
されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット全台数に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又はガス消費量連動制御）が導入さ
れているか。

永久磁石(IPM)モータ

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御が導入されているか。

置換換気システムが導入されているか。

空調機の気化式加湿器の導入

大温度差送風空調システムの導入

空調機の間欠運転制御が、空調機ファン（特殊空調設備用を除く。）総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

放射冷暖房空調システムが導入されているか。

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、事務室の床面積に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

室内温度又は還気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機
ファン（特殊空調設備用を除く。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入

デシカント空調システムの導入

CO2濃度による外気量制御の導入

ファンコイルユニットの比例制御の導入

全熱交換器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

人感センサーによる換気制御の導入

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

便所の人感センサーによる換気制御が、主たる便所に導入されているか。

高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入

照明のゾーニング制御の導入

放射冷暖房空調システムの導入

局所冷暖房設備の導入

全熱交換器の導入

評価項目

高効率照明器具の導入

空調の最適起動制御の導入

ファンの手動調整用インバータの導入

高効率厨房換気システムの導入

空調機の間欠運転制御の導入

置換換気システムの導入

照明の初期照度補正制御の導入

誘導灯の消灯制御の導入

照明の昼光利用照明制御の導入

照明のタイムスケジュール制御の導入

外気冷房システムの導入

照明のセキュリティー連動制御の導入

照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入

タスク＆アンビエント照明システムの導入

照明の局所制御の導入

空調機の変風量システムの導入

高効率空調機の導入

高効率パッケージ形空調機の導入

電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入

高効率空調・換気用ファンの導入

評価項目

冷暖房平均COP

インバータ制御機器

高効率
機器

取組状況の程度

タスク＆アンビエント照明システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所
等に導入されているか。

高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

評価内容

照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール等の間引きによるゾーニング
制御がどの程度導入されているか。

ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

高効率照明器具が、照明総消費電力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン（特殊空調設備用を除く。）総
電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

照明の初期照度補正制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

照明の昼光利用照明制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。
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c. 衛生設備
No. 評価点

2c.1

2c.2

2c.3

2c.4

2c.5

2c.6

d. 昇降機設備
No. 評価点

2d.1

2d.2

2d.3

2d.4

e. その他
No. 評価点

2e.1

2e.2

2e.3

3. 建物の省エネルギー性能
a. 建物外皮
No. 評価点

3a.1

3a.2

3a.3

3a.4

3a.5

3a.6

3a.7

b. 自然エネルギーの利用
No. 評価点

3b.1

3b.2

3b.3

3b.4

4. 再生可能エネルギー・未利用エネルギー
No. 評価点

4.1
年間依存率

（日本工業規格Ａ列４番）

年間発電量又は
年間省ｴﾈﾙｷﾞｰ量実績

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

大便器の節水器具（10ℓ/回以下）又は超節水器具（6ℓ/回以下）が、主たる便所の大便器
数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が、エレベーター総電動
機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか

評価項目

省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御
の導入

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の
導入

自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入

エレベーターの群管理制御の導入

潜熱回収給湯器の導入

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時
停止制御の導入

女子便所への擬音装置の導入

洗面器の自動水栓の導入

大便器の節水器具の導入

エレベーターの電力回生制御の導入

高効率厨房機器の導入

省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケ
ジュール制御の導入

評価項目

評価内容

評価内容

グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入

評価項目

評価内容

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

主たる事務所の建物外皮性能（ＰＡＬ又はＰＡＬ*）が基準値に対してどの程度削減されてい
るか。

ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入

空調空間と非空調空間の境にある主たる動線の全ての出入口に、風除室又はエアカーテ
ン等の隙間風対策が導入されているか。

年間熱負荷係数 ＰＡＬ*

年間熱負荷係数 ＰＡＬ

壁面緑化の導入

屋上緑化が導入されているか。

太陽熱を直接利用するパッシブソーラーシステムが導入されているか。

遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入

システム名称

再生可能エネルギー又は未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されてい
るか。

発電容量又は
熱利用容量

自然通風を利用したシステムの導入

年間を通して安定した地中温度を利用したシステ
ムの導入

評価項目

厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が導入されているか。

グリーン購入法適合商品のオフィス機器が、オフィス機器全台数に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御が、自動販売機全台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に
対して、どの程度の割合で導入されているか。

太陽熱を利用したシステムの導入

エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

開口部に対して遮熱塗料塗布又は遮熱フィルムが導入されているか。

評価項目

再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステム
の導入

自然採光を利用したシステムの導入

自然通風を利用したシステムが導入されているか。

クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措
置が導入されているか。

主たる屋根に対して遮熱塗装が導入されているか。

評価内容

自然採光を利用したシステムが導入されているか。

女子便所に擬音装置が、主たる女子便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

評価内容

壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。

評価内容

自然冷媒ヒートポンプ給湯器が導入されているか。

省エネ型便座又は洗浄便座の夜間電源停止等のスケジュール制御が、主たる便所の洗浄
便座数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

隙間風対策の導入

屋上緑化の導入

屋根への遮熱塗装の導入

評価項目

高性能な建物外皮の導入

主たる事務室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されている
か。

ｴﾈﾙｷﾞｰ利用形態

潜熱回収給湯器が導入されているか。
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Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
1. ユーティリティ設備等の運用管理
a. 蒸気供給設備
No. 評価点

1a.1

1a.2

1a.3

1a.4

1a.5

1a.6

1a.7

1a.8

1a.9

b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備
No. 評価点

1b.1

1b.2

1b.3

1b.4

1b.5

1b.6

1b.7

1b.8

1b.9

1b.10

1b.11

1b.12

c. コージェネレーション設備
No. 評価点

1c.1

d. 受変電設備、配電設備
No. 評価点

1d.1

1d.2

1d.3

e. 圧縮空気供給設備
No. 評価点

1e.1

1e.2

1e.3

1e.4

1e.5

1e.6

f. 給水・給湯設備、排水処理設備 ※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。

No. 評価点

1f.1

1f.2

1f.3

1f.4

1f.5

1f.6

（日本工業規格Ａ列４番）

排水処理設備のばっ気設備がある場合、必要ばっ気圧力に対して過剰にならないように、
空気供給圧力が調整されているか。

衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

非使用エリアの蒸気供給バルブが閉止されているか。

蒸気ボイラーの設定圧力の適正化

冷温水管等の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。

全ての蒸気ボイラーの起動時間が、季節によって、使用開始時間に合わせて適正に管理
されているか。

直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されているか。

部分負荷時の負荷に応じたエアコンプレッサー運転の適正化が実施されているか。

熱源機器が空調停止時間の15分以上前に停止されているか。

評価項目

熱源機器及び熱源ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実
施されているか。

エアコンプレッサー吸入空気温度の管理

エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力＋0.1MPa以下に調整されている
か。

全ての蒸気ボイラーの空気比が、どの程度に管理されているか。

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。

定格電圧から外れている変圧器の出力端子電圧のタップ切換による調整が実施されてい
るか。

評価項目

非使用エリアの圧縮空気供給バルブが閉止されているか。

貯湯温度設定の緩和

揚水ポンプのバルブの開度調整

ドライエアの設定露点温度の緩和

ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給
圧力の管理

給水圧力の管理

給水・給湯バルブの調整

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止

ドライエアの設定露点温度の緩和が実施されているか。

揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止

部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化

非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止

評価内容

節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。

バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調整
されているか。

充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理されて
いるか。

熱源機器及び熱源2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に
管理されているか。

熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。

昼間運転している電気使用設備の夜間運転への移行を実施しているか。

負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。

ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認

部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群系統数に対して、どの
程度の割合で実施されているか。

評価内容

昼間運転設備の夜間移行

コージェネレーションの運転の適正化

評価内容

評価項目

不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断

変圧器タップ切換による電圧の最適化

部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化

蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。

熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整

全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されてい
るか。

全ての蒸気ボイラーの設定圧力が蒸気使用端の必要圧力に対して適正に調整されている
か。

コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正
に管理されているか。

評価内容

評価内容

部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源ポンプ運転の適正化が、熱源2次ポンプ群及び冷却
水ポンプ群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

インバータ制御系統の熱源ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されている
か。

冷温水管等の保温の確認

蓄熱槽の管理

評価項目

空調開始時の熱源起動時間の適正化

評価内容

ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。

燃焼機器の空気比の管理

評価項目

蒸気配管及び蒸気還水配管の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。

非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止

非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止

冷凍機の冷却水温度設定値の調整

蒸気配管の保温の確認

蒸気ボイラーの起動時間の適正化

部分負荷時の負荷に応じた蒸気ボイラー運転の適正化が、蒸気ボイラー群系統数に対し
て、どの程度の割合で実施されているか。

蒸気ボイラーの空気比の管理

スチームトラップの効果検証の実施 最適なスチームトラップを選定するために、効果検証が実施されているか。

部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化

空調停止時の熱源運転時間の短縮

蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブロー率10%以下に管理されているか。

インバータ制御系統のバルブの開度調整

非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止が実施されているか。

熱源不要期間の熱源機器等停止

部分負荷時の熱源運転の適正化

評価項目
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2. ユーティリティ設備等の保守管理 ※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。

a. 蒸気供給設備
No. 評価点

2a.1

2a.2

2a.3

2a.4

b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備
No. 評価点

2b.1

2b.2

2b.3

2b.4

2b.5

c. コージェネレーション設備
No. 評価点

2c.1

e. 圧縮空気供給設備
No. 評価点

2e.1

2e.2

2e.3

3. 建築設備の運用管理
a. 空調・換気設備
No. 評価点

3a.1

3a.2

3a.3

3a.4

3a.5

3a.6

3a.7

3a.8

3a.9

3a.10

3a.11

b. 照明設備
No. 評価点

3b.1

3b.2

3b.3

3b.4

3b.5

（日本工業規格Ａ列４番）

事務室の室内照度の適正化 事務室の室内照度の適正化（概ね500lx以下）が、事務室の床面積に対して、どの程度の
割合で実施されているか。

事務室の照度条件の緩和 事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和（概ね300lx以下）が、事務
室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。

主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高
め、冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。

評価内容

冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除
去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。

評価内容

蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施され
ているか。

外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量の
調整が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。

エレベーター機械室及び電気室の換気ファンの夏季停止が、空調機併用方式の全エレ
ベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

評価内容

エアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が定期的に実施されているか。

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されている
か。

評価内容

圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検が実施されており、適切に処置されているか。

予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。

コージェネレーション設備がある場合、効率を高い状態で維持するため、定期的な点検が
実施されているか。

スケジュール又は自動制御による換気ファンの間欠運転が、機械室（燃焼系統、臭気系統
を除く。）及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。

評価内容

昼休み一斉消灯など照明のタイムスケジュールによる消灯が、工場・プラント、事務室及び
廊下に対して、どの程度実施されているか。

ダンパが絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されているか。

エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度の適正化が、全エレベーター機械室数及
び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、工場・プラント及び廊下に対して、どの
程度実施されているか。

評価内容

冷却効率維持のために、インタークーラーの清掃が定期的に実施されているか。

クールビズ（夏季27℃以上）又はウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和
が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、事務室の床面積に
対して、どの程度の割合で実施されているか。

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

事務室以外の照度条件の緩和

居室の実際の室内温度の適正化（夏季26℃以上）と定期的な記録が、事務室の床面積に
対して、どの程度の割合で実施されているか。

エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は
還気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全
エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還
気設定温度の適正化

照明のタイムスケジュールによる消灯

クールビズ・ウォームビズの実施

居室の室内温度の適正化

エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃

室使用開始時の空調起動時間の適正化

評価項目

評価項目

換気ファンの間欠運転の実施

圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の
清掃

熱交換器の清掃

蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されている
か。

蒸気制御バルブ等の作動チェック

ファンのプーリーダウンの実施

居室以外の室内温度の緩和

エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適
正化

インタークーラーの清掃

コージェネレーション設備の定期的な点検

評価項目

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動
チェック

熱源機器の点検・清掃

評価項目

評価項目

時間外等の照明点灯エリアの集約化

熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。

蒸気ボイラーの伝熱面及びバーナーノズルの点検及び清掃及びスケール除去が適切な頻
度で実施されているか。

蒸気制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。

予知予防保全のために蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視が実施されているか。

蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点
検

エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季
停止

蒸気ボイラーの点検・清掃

CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整

熱源機器のメーカーによる遠隔監視

評価項目
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c. 衛生設備
No. 評価点

3c.1

3c.2

3c.3

3c.4

d. 昇降機設備
No. 評価点

3d.1

e. その他
No. 評価点

3e.1

3e.2

4. 建築設備の保守管理 ※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。

a. 空調・換気設備
No. 評価点

4a.1

4a.2

4a.3

4a.4

4a.5

4a.6

b. 照明設備
No. 評価点

4b.1

4b.2

4b.3

（日本工業規格Ａ列４番）

照明器具の清掃が、汚れの状態や照明器具の用途に応じて定期的に実施されているか。

省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実
施されているか。

評価内容

ファンベルトの張力調整が実施されているか。

評価内容

自動販売機の照明消灯が実施されているか。

貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。

評価内容

取組状況の程度

評価内容

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。

冷房時・暖房時の閉鎖など空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の適正な管理
が、主たる動線の出入口で実施されているか。

取組状況の程度

タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施さ
れているか。

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。

空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されてい
るか。

照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。

空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄が適切な頻度で実施されているか。

季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。

洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。

評価内容 取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止

洗浄便座暖房の夏季停止

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄

空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清
浄

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作
動チェック

ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施

照明用制御設備の作動チェック

省エネファンベルトへの交換

照明器具の清掃

評価項目

ファンベルトの張力調整

評価項目

評価項目

空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉
の管理

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減

空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄

自動販売機の照明の消灯

給湯温度設定の緩和

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

評価項目

評価項目
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Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
5. 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼
No. 評価点

5a.1

5a.2

5a.3

5a.4

5a.5

b. 加熱及び冷却並びに伝熱
No. 評価点

5b.1

5b.2

c. 排熱回収
No. 評価点

5c.1

d. 断熱・保温
No. 評価点

5d.1

5d.2

5d.3

5d.4

5d.5

e. 電動力応用設備・電気加熱設備
No. 評価点

5e.1

5e.2

5e.3

5e.4

5e.5

5e.6

5e.7

5e.8

5e.9

5e.10

5e.11

5e.12

5e.13

5e.14

5e.15

5e.16

5e.17

5e.18

（日本工業規格Ａ列４番）

油圧・空圧駆動成型機の電動化が、成型機全台数に対して、どの程度の割合で導入され
ているか。

高効率コンベアが導入されているか。

中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御が導入されているか。

速度制御

吊上げ荷重制御

高効率（IE2）モータ

モータ直結形ブロワ・ファン

生産プロセスにおいて複数の電動機を使用する場合、電動機の台数制御が、複数の電動
機を使用する設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

エアブロー機器への省エネ型エアノズルが、エアノズル全個数に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

生産プロセス（特殊排気設備を含む。）において電動機（ポンプ、ブロワ、ファンを含む。）の
インバータによる回転数制御が、電動力応用設備総電動機出力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

高効率クレーンが、クレーン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

電気溶接機のインバータ制御が、電気溶接機総定格消費電力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

生産プロセス（純水供給設備を含む。）において、高効率ポンプが、生産プロセス用ポンプ
総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化が導入されているか。

油圧・空圧駆動成型機の電動化

ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化

油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化

高効率コンベアの導入

高圧仕様の空圧駆動アクチュエータが低圧仕様に変更されているか。

高効率クレーンの導入

生産プロセスにおける高効率ポンプの導入

生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入

塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電
動ポンプ化

ブロワの動力伝達装置による減速の導入

ブロー工程の縮小

生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導
入

燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入

既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化

中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導
入

電気溶接機のインバータ制御の導入

エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入

評価項目

生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入

評価項目

評価内容

燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設
備の導入

工業炉の炉壁外面温度による断熱強化

燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉

評価項目

評価項目

塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入

評価項目

排ガスの排熱回収設備の導入

燃焼設備及び熱利用設備に内部からの空気流等による遮断設備が導入されているか。

評価内容

工業炉のリジェネレイティブバーナーが、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の
導入

工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入

通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の
導入

通風装置のインバータ制御の導入

通風量又は燃焼室内の圧力（圧力は密閉型燃焼設備に限る。）を調整できる通風装置が、
通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

通風装置のインバータ制御が、通風装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給
量及び空気比（空気比は密閉型燃焼設備に限る。）を調整できるバーナー等が、燃焼設備
総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。

工業炉のリジェネレーターの導入

評価内容

既存の燃焼設備又は熱利用設備に対して、断熱が強化されているか。

塗装ブースの中塗乾燥炉削減のために、３ＷＥＴ塗装システムが導入されているか。

燃焼設備又は熱利用設備に対して、炉体開口部の縮小又は密閉が行われているか。

評価内容

加熱・冷却制御システムの導入

工業炉に高温予熱空気燃焼と高温排熱回収の両方が可能なリジェネレーターが、燃焼設
備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。

評価内容

センサー、コントローラ等を利用した加熱制御システム又は冷却制御システムが、燃焼設
備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で導入されている
か。

ブロー工程において、エアコンプレッサーがブロワ化されているか。

生産プロセス（特殊排気設備を含む。）において、高効率ブロワ・ファンが、生産プロセス用
ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

永久磁石(IPM)モータ

永久磁石(IPM)モータ

取組状況の程度

排ガスの排熱回収設備が、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

燃焼設備及び熱利用設備に二重扉が導入されているか。

工業炉の炉壁外面温度による断熱強化がどの程度実施されているか。

塗料循環システムにおいて、油圧ポンプ又は空圧ポンプが電動ポンプ化されているか。

ブロワの動力伝達装置による減速が、生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

既存設備に対して、ブロー工程が縮小されているか。

巻下げ電源回生制動

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

ブロワのインレットベーン制御が、生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対して、ど
の程度の割合で導入されているか。

塗料循環システムにフローコントロールシステムが導入されているか。

ブロワのインレットベーン制御の導入

塗料循環システムのフローコントロールシステムの
導入

高効率（IE2）モータ

空圧駆動アクチュエータの低圧化

プレミアム効率（IE3）モータ
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f. 特殊空調設備
No. 評価点

5f.1

5f.2

5f.3

5f.4

5f.5

5f.6

5f.7

5f.8

5f.9

5f.10

5f.11

5f.12

5f.13

5f.14

5f.15

5f.16

5f.17

5f.18

5f.19

5f.20

5f.21

5f.22

5f.23

g. 特殊排気設備
No. 評価点

5g.1

5g.2

5g.3

5g.4

5g.5

5g.6

h. 純水供給設備
No. 評価点

5h.1

5h.2

5h.3

5h.4

5h.5

5h.6

i. 場内輸送設備
No. 評価点

5i.1

5i.2

5i.3

（日本工業規格Ａ列４番）

取組状況の程度

恒温恒湿室において、減風量法、バイパス法、化学的減湿法（デシカント空調）又は排熱回
収再熱法の再熱負荷の軽減手法が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

着霜制御（デフロスト）

搬入口近接ｾﾝｻｰによる扉の自動開閉化

パッケージ形空調機による除湿再熱システムがある場合、冷媒ホットガスレヒート除湿シス
テムが、除湿再熱用パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

DCブラシレスモータ

誘導モータ＋インバータ制御

クリーンルームのファンフィルタユニットの台数制御が、クリーンルームの床面積に対して、
どの程度の割合で導入されているか。

取組状況の程度

クリーンルームの各エリアの熱負荷を監視して、外調機の給気温度を必要以上に高くする
のではなく、最適に調整する外調機省エネ制御システムが導入されているか。

クリーンルームの陽圧排気が、一般室の空調負荷低減に利用されているか。

クリーンルームの局所冷却システムが導入されているか。

クリーンルーム空調機にクリーンルーム内の室圧によるインバータ制御が、クリーンルーム
空調機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

恒温恒湿室の部分層流方式が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

塗装ブースの有人ゾーン以外のエリアへの排気リサイクルシステムが導入されているか。

恒温恒湿室の露点飽和散水システム（ＤＰＣ（Dew Point Control）方式）が導入されている
か。

重機及び場内車両に低燃費車が、重機及び場内車両（ナンバープレートのあるものを除
く。）全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

電動、ハイブリッド又はプロパンなどの高効率フォークリフトが、フォークリフト全台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

省エネ型ファンフィルタユニットが、ファンフィルタユニット総電動機出力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

半導体プロセス等において、クリーンルーム全体の清浄度緩和のための局所クリーン化が
導入されているか。

数理計画型モデル予測制御を温湿度制御に応用した省エネ型クリーンルーム空調コント
ローラが導入されているか。

恒温恒湿室の部分層流方式の導入

高効率脱臭装置の導入

取組状況の程度

少排気量ドラフトチャンバーの導入

恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入

動物実験施設への空気熱交換器の導入

半導体プロセス等における局所クリーン化の導入

クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導
入

クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入

ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導
入

換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入

クリーンルームの陽圧排気の一般室利用

クリーンルームの局所冷却システムの導入

評価項目

クリーンルームのローカルリターン方式の導入

恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入

ファンフィルタユニットの台数制御の導入

省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入

圧縮機インバータ制御

評価内容

クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入

省エネ型ファンフィルタユニットの導入

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

冷却器用ファンの台数制御

冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入

前室の導入

冷凍庫壁面の高断熱化

圧縮機入口ガス管の断熱化

クリーンルームの天井面にファンフィルタユニット又はライン式空調機を用いたローカルリ
ターン方式が、クリーンルームの床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システム
の導入

取組状況の程度

塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入

純水ＲＯブライン回収装置が導入されているか。

ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサー制御による換気量可変制御シス
テムが、ドラフトチャンバー全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムが導入されているか。

評価内容

冷凍庫の負荷を低減するために、外部と仕切られた冷凍車のプラットホームに冷房設備が
導入されているか。

直燃式脱臭装置に精留副生液の混合燃焼システムが導入されているか。

直燃式脱臭装置に排熱回収ボイラー又はエコノマイザーが導入されているか。

評価内容

排熱利用による蒸留式純水製造装置が導入されているか。

評価内容

動物実験施設の全外気空調方式の外気負荷低減のために、空気熱交換器が導入されて
いるか。

動物実験施設の換気式飼育ラックによる部分換気方式が導入されているか。

蓄熱燃焼式（リジェネ式）、吸着濃縮式、触媒燃焼式、又はマイクロガスタービン燃焼式の
高効率脱臭装置（ＶＯＣ処理装置を含む。）が導入されているか。

塗装ブース空調のウィンドウ制御が導入されているか。

クリーンルームの顕熱処理用にドライコイルが導入されているか。

少排気量ドラフトチャンバーが、ドラフトチャンバー全台数に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

ポンプの小型化又は押込圧力の低減のために、超低圧ＲＯ膜が導入されているか。

直燃式脱臭装置の待機時の設定温度を下げる待機時温度低下制御が導入されているか。

塗工機等の生産設備が24時間連続運転でない場合、生産設備と脱臭装置の連動制御が
導入されているか。

塗装ブース排気リサイクルシステムの導入

生産設備と脱臭装置の連動制御の導入

冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入

直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入

直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイ
ザーの導入

排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入

評価項目

純水冷却循環システムの導入

純水ポンプのインバータ制御が、純水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

冷却水排熱を回収し、１次純水の熱源に利用する純水冷却循環システムが導入されてい
るか。

排気処理用スクラバーに熱交換器を設置した排熱回収システムが導入されているか。

低圧ＵＶ酸化装置に電子式安定器が導入されているか。

超低圧ＲＯ膜の導入

直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システ
ムの導入

高効率ＵＶ酸化装置の導入

純水ＲＯブライン回収装置の導入

評価項目

スクラバーの排熱回収システムの導入

純水ポンプのインバータ制御の導入

評価項目

低燃費車の導入

高効率フォークリフトの導入

高効率トランスファークレーンの導入 高効率トランスファークレーンが、トランスファークレーン（電動のものを除く。）全台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。
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Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
5. 生産・プラント・特殊設備の運用管理 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼
No. 評価点

5a.1

5a.2

5a.3

5a.4

b. 加熱及び冷却並びに伝熱
No. 評価点

5b.1

5b.2

5b.3

5b.4

5b.5

5b.6

5b.7

5b.8

5b.9

c. 排熱回収
No. 評価点

5c.1

d. 断熱・保温
No. 評価点

5d.1

e. 電動力応用設備・電気加熱設備
No. 評価点

5e.1

5e.2

5e.3

5e.4

5e.5

5e.6

5e.7

5e.8

5e.9

f. 特殊空調設備
No. 評価点

5f.1

5f.2

5f.3

5f.4

5f.5

5f.6

5f.7

g. 特殊排気設備
No. 評価点

5g.1

5g.2

（日本工業規格Ａ列４番）

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

季節に応じて、特殊空調室の温度・湿度設定の変更が実施されているか。

気流シミュレーションを活用し、クリーンルームの気流改善が実施されているか。

評価内容

加熱を反復して行う工程の場合、工程の待ち時間の短縮が実施されているか。

塗工機等の生産設備の非使用時に特殊排気設備の低風量運転が実施されているか。

設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程に応じて、熱効率を向上さ
せるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。

生産設備での必要風量に合わせて、特殊排気設備の排気量の適正化が実施されている
か。

夜間、休日など特殊空調室の運転時間の短縮が実施されているか。

特殊排気設備の排気量の適正化

特殊空調室の温度・湿度設定の緩和

特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整

非使用時の電気使用設備の停止

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）が実施されているか。（着霜制御がある場合も
除霜実施とみなす。）

特殊空調室の加熱・冷却制御のインターバル等を実測及び分析し、温度・湿度ＰＩＤ制御パ
ラメーターの調整が実施されているか。

断続的な運転を行う設備の運転の集約化

複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化

取組状況の程度

過大負荷及び過小負荷を避けるために、操業状況の変化に応じて被加熱物又は被冷却物
の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施されているか。

評価内容

燃焼設備の空運転時間の短縮が実施されているか。

取組状況の程度

熱量の過剰な供給を無くすために、熱媒体の温度、圧力及び量が適切に管理されている
か。

蒸気を使用する熱利用設備が24時間連続運転でない場合で、かつ全ての蒸気が排熱利
用でない場合、非使用時に蒸気供給バルブが閉止されているか。

過熱防止のために、炉内被加熱物の温度管理が、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネ
ルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。

燃焼設備の空気比管理がどの程度実施されているか。

評価内容 取組状況の程度

電気炉におけるヒートパターンの改善

非使用時に電気使用設備の停止又は1次側電源遮断が、待機状態のある電動力応用設
備及び電気加熱設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。

評価内容

電気炉において、加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮が実施されているか。

圧縮空気の削減のために、エアブローの吹き付け範囲、エア噴射時間等の適正化が実施
されているか。

排ガスの排熱回収率が管理されているか。

断続的な運転を行う設備がある場合、運転の集約が実施されているか。

電気炉において、設備の構造、被加熱物の特性、加熱・熱処理等の前後の工程等に応じ
て、熱効率を向上させるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。

燃焼設備及び熱利用設備の開閉回数、開閉時間又は開口面積の管理が、燃焼設備及び
熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。

燃焼設備の運転台数の調整

炉内ガス循環の改善

燃焼設備の空運転時間の短縮

非使用時の蒸気供給バルブの閉止

熱媒体の温度・圧力・量の管理

評価内容

燃焼設備及び熱利用設備において、対流伝熱性能を改善するために、炉内ガスの循環を
高めるような方策が実施されているか。

燃料の性状に応じて、燃焼効率を改善するために、燃料の粒度、水分、粘度等が適切に調
整されているか。

複数の燃焼設備を使用する場合、負荷の集約化のために運転台数の調整が実施されて
いるか。

複数の加熱等を行う設備がある場合、負荷の集約化が実施されているか。

燃焼設備の空気比の管理

被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整

評価項目

生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠
運転の実施

エアブローの適正化

工程間の待ち時間の短縮

評価項目

排ガスの排熱回収率の管理

炉内被加熱物の温度管理

評価項目

電解設備の電解効率の改善

電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施

気流シミュレーションによるクリーンルームの気流
改善

温度による電気加熱設備のタップ切替又はON/OFFが実施されているか。

評価内容

特殊空調室の運転時間の短縮

クリーンルームの清浄度の適正化 管理値を上回り過剰品質にならないように、クリーンルームの清浄度の適正化が実施され
ているか。

生産プロセスにおいて、ポンプ、ブロワ又はファンの間欠運転が、生産プロセス用ポンプ・ブ
ロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。

電気炉において、被加熱物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施され
ているか。

燃料の管理

燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開
口面積の管理

評価項目

ヒートパターンの改善

電気炉において、過熱防止のために炉内被加熱物の温度管理が実施されているか。

評価内容

評価項目

非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施

評価項目

適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間の距離、電解液の濃度等を適正な値とし、導
体の接触抵抗等を低減するような電解効率の改善対策が実施されているか。

夜間及び休日、無人時など非使用時に、特殊空調室の低風量運転又は間引き運転（自動
制御が有効に機能している場合を含む。）が実施されているか。

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施

非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施

電気炉における工程間の待ち時間の短縮

電気炉における炉内被加熱物の温度管理

電気炉における被加熱物の装てん方法の調整

評価項目
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h. 純水供給設備
No. 評価点

5h.1

5h.2

5h.3

5h.4

5h.5

i. 場内輸送設備
No. 評価点

5i.1

6. 生産・プラント・特殊設備の保守管理 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼
No. 評価点

6a.1

b. 加熱及び冷却並びに伝熱
No. 評価点

6b.1

c. 排熱回収
No. 評価点

6c.1

d. 断熱・保温
No. 評価点

6d.1

6d.2

6d.3

e. 電動力応用設備・電気加熱設備
No. 評価点

6e.1

6e.2

f. 特殊空調設備
No. 評価点

6f.1

6f.2

Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
5. 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

j. 追加評価事項

No. 評価点

5j.1

5j.2

5j.3

5j.4

5j.5

（日本工業規格Ａ列４番）

・2005年度以降に導入した設備であること。

※ 生産・プラント・特殊設備において、評価項目に無いもので、次の条件を満足する評価対象にしたい対策がある場合は、下欄に概要を簡潔に記入した上で、関連資料を
添付して提出する。

評価内容

冷凍・冷蔵庫の保温管理

特殊空調設備の定期的な保守・点検

・省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものを対象とする。

取組状況の程度

配管の定期的な保守・点検

電気使用の良好な状態を維持するために、電動力応用設備及び電気加熱設備の定期的
な保守及び点検が実施されているか。

評価項目

燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検 熱の漏えい等を防止するために、燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守及び点検が実施さ
れているか。

取組状況の程度

対策名称
一次エネルギー
削減量実績値

[GJ/年]

取組状況の程度評価内容

評価内容

取組状況の程度

取組状況の程度

電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・
点検

生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの
清掃

生産プロセスにおいて、ブロワ・ファンのフィルターの清掃が定期的に実施されているか。

対策の概要

特殊空調の良好な状態を維持するために、特殊空調設備の定期的な保守及び点検が実
施されているか。

冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。

評価項目

・一次エネルギー削減量実績値が有効であると認められるとき。ただし、一次エネルギー削減量実績値は、原則として計量設備により把握した実績値とし、不明な場合
は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値を用いることができるものとする。

配管表面からの熱損失、漏えい等を防止するために、配管の定期的な保守及び点検が実
施されているか。

燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検

排熱回収設備の定期的な保守・点検

評価項目

開口部等からの熱媒体の漏えい及び空気の流出入による熱の損失を防止するために、燃
焼設備及び熱利用設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。

評価項目

排熱回収及び排熱利用の効率を維持するために、排熱回収設備の定期的な保守及び点
検が実施されているか。

評価内容 取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

原水水質を考慮して、ＲＯ装置回収率の適正化が実施されているか。

ＲＯ装置等が複数ある場合、ＲＯ装置等の交互運転、減量運転又は停止など運転台数の
適正化が実施されているか。

評価内容

評価内容

評価項目

燃費の管理

評価項目

場内輸送設備の燃費の管理が実施されているか。

ＲＯ装置回収率の適正化

ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止

生産設備に問題ない範囲で、純水原水加温設定温度の適正化が実施されているか。

製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実
施

製品洗浄待ち時間中に機能上問題ない範囲で、スタンバイブローの低減が実施されている
か。

ＵＶランプ又はＵＶ酸化器の間引き又は停止が実施されているか。

純水原水加温設定温度の適正化

評価項目

燃料燃焼の良好な状態を維持するために、燃焼設備の定期的な保守及び点検が実施され
ているか。

評価内容

評価内容

ＲＯ装置等の運転台数の適正化

伝熱性能低下を防止するために、熱交換器等の煤じん、スケールその他の付着物の定期
的な除去が実施されているか。

燃焼設備の定期的な保守・点検

熱交換器等の定期的な付着物の除去

評価項目
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0
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%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

a.
 空

調
・
換

気
設

備
2
a.

1
高

効
率

パ
ッ

ケ
ー

ジ
形

空
調

機
の

導
入

0
.0

0
0

0
.0

0
0

2
a.

2
電

気
室

・
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
機

械
室

の
温

度
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

2
a.

3
高

効
率

空
調

機
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

4
高

効
率

空
調

・
換

気
用

フ
ァ

ン
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

5
ウ

ォ
ー

ミ
ン

グ
ア

ッ
プ

時
の

外
気

遮
断

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

6
空

調
機

の
変

風
量

シ
ス

テ
ム

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

7
空

調
機

の
気

化
式

加
湿

器
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

8
外

気
冷

房
シ

ス
テ

ム
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

9
局

所
冷

暖
房

設
備

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

1
0

C
O

2
濃

度
に

よ
る

外
気

量
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
1

フ
ァ

ン
コ

イ
ル

ユ
ニ

ッ
ト

の
比

例
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
2

空
調

の
最

適
起

動
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
3

全
熱

交
換

器
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
4

大
温

度
差

送
風

空
調

シ
ス

テ
ム

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

1
5

放
射

冷
暖

房
空

調
シ

ス
テ

ム
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
6

置
換

換
気

シ
ス

テ
ム

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

1
7

空
調

機
の

間
欠

運
転

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

1
8

高
効

率
厨

房
換

気
シ

ス
テ

ム
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

1
9

厨
房

外
調

機
・
フ

ァ
ン

の
風

量
モ

ー
ド

切
換

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

2
0

人
感

セ
ン

サ
ー

に
よ

る
換

気
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

2
1

デ
シ

カ
ン

ト
空

調
シ

ス
テ

ム
の

導
入

0
.0

0
0

2
a.

2
2

フ
ァ

ン
の

手
動

調
整

用
イ

ン
バ

ー
タ

の
導

入
0
.0

0
0

2
a.

2
3

気
流

感
創

出
フ

ァ
ン

・
サ

ー
キ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

フ
ァ

ン
の

導
入

0
.0

0
0

b.
 照

明
設

備
2
b.

1
高

効
率

照
明

器
具

の
導

入
0
.0

0
0

0
.0

0
0

2
b.

2
高

輝
度

型
誘

導
灯

・
蓄

光
型

誘
導

灯
の

導
入

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

2
b.

3
照

明
の

ゾ
ー

ニ
ン

グ
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
b.

4
照

明
の

人
感

セ
ン

サ
ー

に
よ

る
在

室
検

知
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
b.

5
照

明
の

局
所

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
b.

6
照

明
の

初
期

照
度

補
正

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
b.

7
照

明
の

昼
光

利
用

照
明

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
b.

8
照

明
の

タ
イ

ム
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
b.

9
タ

ス
ク

＆
ア

ン
ビ

エ
ン

ト
照

明
シ

ス
テ

ム
の

導
入

0
.0

0
0

2
b.

1
0

照
明

の
明

る
さ

感
知

に
よ

る
自

動
点

滅
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
b.

1
1

照
明

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ー

連
動

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

2
b.

1
2

誘
導

灯
の

消
灯

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

c
. 
衛

生
設

備
2
c
.1

大
便

器
の

節
水

器
具

の
導

入
0
.0

0
0

0
.0

0
0

2
c
.2

省
エ

ネ
型

便
座

又
は

洗
浄

便
座

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

2
c
.3

洗
面

器
の

自
動

水
栓

の
導

入
0
.0

0
0

2
c
.4

女
子

便
所

へ
の

擬
音

装
置

の
導

入
0
.0

0
0

2
c
.5

自
然

冷
媒

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

給
湯

器
の

導
入

0
.0

0
0

2
c
.6

潜
熱

回
収

給
湯

器
の

導
入

0
.0

0
0

d.
 昇

降
機

設
備

2
d.

1
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

可
変

電
圧

可
変

周
波

数
制

御
方

式
の

導
入

0
.0

0
0

0
.0

0
0

2
d.

2
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

群
管

理
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

2
d.

3
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
か

ご
内

の
照

明
、

フ
ァ

ン
等

の
不

使
用

時
停

止
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

2
d.

4
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

電
力

回
生

制
御

の
導

入
0
.0

0
0

e
. 
そ

の
他

2
e
.1

グ
リ

ー
ン

購
入

法
適

合
商

品
の

オ
フ

ィ
ス

機
器

の
導

入
0
.0

0
0

0
.0

0
0

2
e
.2

省
エ

ネ
型

自
動

販
売

機
又

は
自

動
販

売
機

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
制

御
の

導
入

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

2
e
.3

高
効

率
厨

房
機

器
の

導
入

0
.0

0
0

（
日

本
工

業
規

格
Ａ
列

４
番

）

得
点

集
計

評
価

N
o
.3

得
点

評
価

N
o
.5

評
価

N
o
.6

評
価

N
o
.4

評
価

N
o
.1

評
価

N
o
.2

N
o
.

評
価

項
目

2 . 建 築 設 備 の 省 エ ネ ル ギ ー 性 能

評
価

項
目

の
区

分

Ⅱ 設 備 及 び 建 物 の 性 能 に 関 す る 事 項
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対
策

事
業

所
の
認

定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第

二
区

分
事

業
所

）
）
そ
の
4
0

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

評
価

分
類

不
合

格
要 件

得
点

最
高

得
点

g.
 特

殊
排

気
設

備
5
g.

1
特

殊
排

気
設

備
の

排
気

量
の

適
正

化
0
.0

0
0

0
.0

0
0

5
g.

2
非

使
用

時
の

特
殊

排
気

設
備

の
低

風
量

運
転

の
実

施
0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

h
.純

水
供

給
設

備
5
h
.1

純
水

原
水

加
温

設
定

温
度

の
適

正
化

0
.0

0
0

0
.0

0
0

5
h
.2

Ｒ
Ｏ

装
置

等
の

運
転

台
数

の
適

正
化

0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

5
h
.3

Ｕ
Ｖ

ラ
ン

プ
・
Ｕ

Ｖ
酸

化
器

の
間

引
き

・
停

止
0
.0

0
0

5
h
.4

製
品

洗
浄

待
ち

時
間

中
の

ス
タ

ン
バ

イ
ブ

ロ
ー

低
減

の
実

施
0
.0

0
0

5
h
.5

Ｒ
Ｏ

装
置

回
収

率
の

適
正

化
0
.0

0
0

i 
場

内
輸

送
設

備
5
i.1

燃
費

の
管

理
0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

a.
燃

料
の

燃
焼

6
a.

1
燃

焼
設

備
の

定
期

的
な

保
守

・
点

検
0
.0

0
0

0
.0

0
0

b.
加

熱
及

び
冷

却
並

び
に

伝
熱

6
b.

1
熱

交
換

器
等

の
定

期
的

な
付

着
物

の
除

去
0
.0

0
0

0
.0

0
0

c
.排

熱
回

収
6
c
.1

排
熱

回
収

設
備

の
定

期
的

な
保

守
・
点

検
0
.0

0
0

0
.0

0
0

d.
断

熱
・
保

温
6
d.

1
燃

焼
設

備
・
熱

利
用

設
備

の
定

期
的

な
保

守
・
点

検
0
.0

0
0

0
.0

0
0

6
d.

2
配

管
の

定
期

的
な

保
守

・
点

検
0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

6
d.

3
燃

料
・
製

品
貯

蔵
設

備
の

定
期

的
な

保
守

・
点

検
0
.0

0
0

6
e
.1

電
動

力
応

用
設

備
・
電

気
加

熱
設

備
の

定
期

的
な

保
守

・
点

検
0
.0

0
0

0
.0

0
0

6
e
.2

生
産

プ
ロ

セ
ス

に
お

け
る

ブ
ロ

ワ
・
フ

ァ
ン

の
フ

ィ
ル

タ
ー

の
清

掃
0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

f.
特

殊
空

調
設

備
6
f.
1

特
殊

空
調

設
備

の
定

期
的

な
保

守
・
点

検
0
.0

0
0

0
.0

0
0

6
f.
2

冷
凍

・
冷

蔵
庫

の
保

温
管

理
0
.0

0
0

+
0
.0

0
0

（
日

本
工

業
規

格
Ａ
列

４
番

）

N
o
.

評
価

項
目

得
点

集
計

評
価

N
o
.1

評
価

N
o
.2

評
価

N
o
.5

得
点

評
価

N
o
.4

評
価

N
o
.3

評
価

N
o
.6

Ⅲ 設 備 及 び 事 業 所 の 運 用 に 関 す る 事 項

e
.電

動
力

応
用

設
備

・
電

気
加

熱
設

備

評
価

項
目

の
区

分

5 . 生 産 ・ プ ラ ン ト ・ 特 殊 設

備 の 運 用 管 理

6 . 生 産 ・ プ ラ ン ト ・ 特 殊 設 備 の 保

守 管 理
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